
庁議（令和元年１０月２１日）結果について 

 

１ 開 催 日 令和元年１０月２１日（月） 

２ 場  所 庁議室 

３ 出 席 者 市長、石田副市長、石黒副市長、教育長 

市長室長、企画政策部長、総務部長 

４ 説 明 者 まちづくり政策部長、市民部長、福祉部長、健康・こども部長、土木部

長、都市整備部長、職員課長 

５ 事 務 局 秘書課長、広報課長、財政課長、行政総務課長 

       企画政策課長、政策担当長、企画政策課主査 

６ 付議事項  

（１） 平塚市手数料条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 法律の改正により、平塚市手数料条例の一部改正を行うものです。 

（１）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正す

る法律に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定における複

数建築物の計画の認定に係る手数料を新設する。 

結果 審議の結果承認された。 

 

（２） 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例（案）について 

概要 １ 改正理由 

新たに法務専門員及び顧問（美術館特別館長）に係る報酬の額等を定

めるほか、公民館長の名称を顧問(地区公民館長)に改定する。 

２ 改正内容 

（１）法務専門員 

法務行政に対して、執行機関（市長）に助言する特別職非常勤職員と

して法務専門員を任用するにあたり、報酬等の額を設定するもの。 

（２）顧問（美術館特別館長） 

文化芸術行政に対して、教育委員会に助言する特別職非常勤職員とし

て顧問（美術館特別館長）を任用するにあたり、報酬等の額を設定する

もの。 

（３）顧問(地区公民館長) 

社会教育行政に対して、教育委員会に助言する特別職非常勤職員とし

ての任用を明確にするため、顧問（地区公民館長）に名称を変更するも

の。 

３ 施行日 



令和２年４月１日 

結果 審議の結果承認された。 

 

（３） 令和２年度提案型協働事業審査結果について 

概要 令和２年度に実施する提案型協働事業について、協働事業審査会を開

催し、審査の結果、市民提案型協働事業３事業、行政提案型協働事業２

事業を採択した。 

１ 審査会：１０月５日（土） 

提案６事業のプレゼンテーション及び審査員質疑応答を実施 

２ 審査員：市民活動推進委員から３名、専門的知識を有する者１名、 

     企画政策部長、総務部長、市民部長   計７名 

３ 審査会で採択された事業 

・市民提案型：提案４事業のうち３事業を採択 

①  「アクティブ防災」で作る、手をつなぎたくなる街平塚の防災 

力強化プロジェクト（継続２年目） 

②  図書館におけるボランティア体験を通した不登校・ひきこもり

改善・自立支援事業（継続２年目） 

③ 平塚市食品ロス削減事業並びに相対的貧困解消事業（新規） 

・行政提案型：提案２事業のうち２事業を採択 

① 生物多様性保全推進事業（継続２年目） 

② 着地型観光プログラムの開発とイベントの周知及び実施（新規） 

結果 審議の結果承認された。 

 

（４） 平塚市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 災害弔慰金の支給等に関する法律、災害弔慰金の支給等に関する法律

施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の償還免除の範囲の拡大、借受

人及び連帯保証人の報告義務、調査権限の付与及び審査委員会の審査事

項を変更するほか、必要な規定を整備する。 

結果 審議の結果承認された。 

 

（５） 平塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 子ども・子育て支援法第３４条第３項、第４６条第３項及び第５８条

の４第２項の規定に基づく「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準」の一部が改正されたことに伴い、この基準をも

とに規定している「平塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業



の運営に関する基準等を定める条例」の一部を改正するもの。 

結果 審議の結果承認された。 

 

（６） 平塚市が管理する市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法を

定める条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 １ 改正の理由 

上記条例は道路法の規定に基づき、市道の構造の一般的技術的基準並

びに市道に設ける道路標識の寸法を定めるものだが、国の政令の一部改

正に伴い、本市当該条例の一部を改正するもの。 

２ 改正の内容 

政令の一部改正では、主に「自転車通行帯」が新たに規定され、その

設置要件が規定されたため、本市の当該条例においても「自転車通行帯」

の規定を新設し、その他関連条文を改正するもの。 

３ 施行日 

 公布日 

結果 審議の結果承認された。 

 

７ 報告事項 

（１）窓口受付番号システムに係る市役所本館有料広告放映について 

概要 平成３０年１２月に市役所本館１階の６課１１窓口に導入した窓口受

付番号システムについて、スタンド付き市民周知機を設置している市民

課市民異動窓口、市民課証明窓口及び障がい福祉課窓口に、広告放映用

ディスプレイを設置し、広告料等の歳入確保を図るとともに、平塚市等

の行政情報を放映することにより、より一層の周知を図る。 

なお、稼働予定日は令和元年１１月１８日（月）とする。 

 

（２）コンフォール平塚住宅の返還及び再借上げに向けた対応状況について 

概要 市営コンフォール平塚住宅（全 30 戸）は、令和２年３月 31 日に借上

げ期間満了を迎えます。このため、『平塚市営住宅ストック総合活用計画

（第３期）兼平塚市営住宅等長寿命化計画』の返還の方針に基づき、現

在、入居者及びＵＲ都市機構と協議しておりますが、９月末時点での対

応状況について報告します。 

なお、再借上げの期間については、国の家賃対策補助の交付対象が期

間５年以上の借上げ住宅となっていることから５年間とし、期間中に退

去世帯がある場合には、当該住戸を中途返還できるよう、現在、ＵＲ都

市機構と協議中です。 



また、再借上げに向けた市営住宅用借上料の債務負担行為設定のため、

令和元年 12月議会に補正予算を上程したい。 

 

以 上 


